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「辺野古」アセス方法書について（要請） 

 

 沖縄防衛局によるこの度の「辺野古」アセス方法書、また、同方法書と直接的に関連する、昨

年５月 18 日から本格的に強行されてきている「現況調査（事前調査）」について、下記のとおり、

要請いたします。 

 

記 

（アセス手続きの再実施） 

１．「辺野古」アセス方法書の手続きは、埋立事業においても、「事業内容がある程度決定した上

で、再度実施するべきものと思料する」（軍事飛行場建設事業における答申）を堅持していただき

たい。その際、アセス法やアセス県条例の趣旨を最大限に尊重していただきたく、要請いたしま

す。 

 ちなみに、日本環境法律家連盟が、貴審査会による答申のあと、沖縄県知事宛に提出された要

望書（07 年 12 月 19 日付け）を紹介させてください（添付-1：「普天間代替施設に係るアセ

ス方法書書に対する知事意見について〔要望〕」）。私たちも、その指摘どおりと考えていますの

で、同要望書のうち、次の部分をここに引用させてください。 

環境影響評価法は方法書手続き定めることにより、評価方法について民主的統制を行い、

もって、地域の特性にあった環境影響評価を実施することを義務づけています。事業内容に

具体性がなければ実施方法が特定できず、また、市民が意見を述べることもできません。事

業内容に具体性のない本件方法書は法に反する違法な手続きであり無効と言わざるを得ませ

ん。 

 

（調査開始時期と調査期間） 

２．「現況調査（事前調査）」を引き継ぐべきではありません。 

私たちは、沖縄防衛局によって昨年４月末から強行されてきている「現況調査（事前調査）」は、

スコーピング（アセス方法の決定手続き）なしの調査であり、明白なアセス法違反だと考えてい

ます。したがって、「現況調査」結果について、これをアセス手続きにおける「環境現況調査」に

引き継ぐべきではありません。 

 



 スコーピング手続きが完了したのちに、「環境現況調査」を実施するべきであり、また、その調

査期間についても、調査内容に応じての１年以上（複数年含む）の期間が考えられるべきです。

何卒、環境現況調査の開始時期、及び、あるべき調査期間をご審議いただきたく、改めて、ここ

に要請させてください。 

 

（「現況調査」の中止） 

３．「現況調査」は、スコーピング手続きなしに実施されてきていますし、また、この現況調査は、

貴審査会が審査中のアセス方法書にも直接的にかかわってきますので、この「現況調査」につい

ても、審査するべきだと考えます。 

 ところで、沖縄県が昨年４月 24 日同意した「現況調査」は、①パッシブソナー設置による海

生哺乳類の鳴き声の記録調査、また、水中ビデオカメラ設置による海中生物の藻場の利用状況調

査（以上、ジュゴン生息調査）、②サンゴ類幼群体加入調査、③海象調査、の三つです。 

 ところが、沖縄防衛局は、これら三つの調査に加え、その３調査以外の調査も実施してきてい

ます。そこで、貴審査会から、沖縄防衛局に対し、３調査以外の調査内容を質していただいた上

で、３調査、及び、３調査以外の調査についてご審議いただき、中止を求めていただきたいので

す。 

 

（アセス法３１条〔県条例 27 条〕違反の兵舎建設工事着手準備） 

４．沖縄防衛局は昨年 12 月 18 日、工期：2008（平成 20 年）、つまり今年、７月 31 日まで

の建物解体工事の入札を公告しました。この「隊舎等の建物の建設工事」は、昨年１月開催の第

３回移設協議会に提示されていた工事（添付-2：概略工程表）であるが、当初から、アセス手続

きとは無関係の取り扱いとなっていて、アセス方法書にも、この事業計画は記載されていません。

この点でも、アセス方法書は、具体性がないのです。 

 しかし、この「隊舎等の建物の建設工事」は、あきらかに、普天間代替施設に直接的にかかわ

るものであり、報道も、これを裏付けています（添付-3：沖縄タイムス 07 年 12 月 21 日参照）。 

 そこで、貴審査会から沖縄防衛局に対し、その「隊舎等の建物の建設工事」について、質して

いただきたいのです。その上で、アセス法３１条（県条例 27 条）違反なのですから、貴審査会

からも、同工事の中止を求めていただきたいのです。 

以上 
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普天間代替施設に係るアセス方法書に対する知事意見について（要望） 

 

 私どもは、「環境問題は社会問題である」という考えのもとに、自然保護活動に法的視点から、

世界各国の法律家とも連携して国際的な環境事件にも取り組む法律家のNGOです。沖縄では、米

国の法律家と連携し、米国防総省と国防長官を相手に、サンフランシスコ連邦地裁で係争中の沖

縄ジュゴン「自然の権利」訴訟にも取り組んでおります。 

 さて、沖縄県環境影響評価審査会は12月17日、県知事から諮問を受けていたアセス方法書に

おける飛行場建設事業ついて答申いたしました。 

 この答申の核心（結論）は、「法及び条例における方法書の手続きは、事業者としてある程度

具体的な事業計画を想定できる時期であって、その変更が可能な時期に開始されるものであるが、

（県審査会からの質問に対する）事業者の『決定しておらず具体的に示すことは困難』との回答

からすると、当該事業に係る方法書手続きは、事業内容がある程度決定した上で、再度実施する

べきものと思料する」との記述にあります。 

 環境影響評価法は方法書手続き定めることにより、評価方法について民主的統制を行い、もっ

て、地域の特性にあった環境影響評価を実施することを義務づけています。事業内容に具体性が

なければ実施方法が特定できず、また、市民が意見を述べることもできません。事業内容に具体

性のない本件方法書は法に反する違法な手続きであり無効と言わざるを得ません。県知事意見に

おかれましては、法趣旨、上記答申を踏まえ、方法書手続きのやり直しを求める意見を出してい

ただきたく、要望いたします。 

 

記 

一 アセス方法書は、対象事業の内容が予測の前提となる程度の具体性を有していないのである

から、事業計画を具体的にした上で、アセス方法書手続きのやり直しを求めること。 

一 アセス方法書は、対象事業の必要性の検討が不十分であるので、この点においても、アセス

方法書手続きのやり直しを求めること。 

一 アセス方法書の確定に先立つ「事前調査」は、アセス法・県条例の趣旨を逸脱するものであ

り、直ちにその実施を中止させるべきであること 

以上 


